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要望趣旨 

1. 新型コロナウイルス感染症の診療を専門に行う「発熱外来」を２次医療圏に一つ以上設置して

ください。 

2. 新型コロナウイルス感染症の診断を専門に行う検査施設を上記発熱外来に併設または、別途設

置してください。 

要望理由 

本疾患の感染者の大部分は無症状または軽症の感冒で軽快される一方、肺炎を発症し、重症化

から死亡に至る症例があります。現在までの国内の対応は散発的感染クラスターを早期に発見し

て拡大を抑え込む方法であり、これまで一定の感染拡大の抑制に有効であったと評価されます。 

一方で専門家会議においては、今後の感染拡大期においては、指定医療機関の崩壊を防ぐため

に、一般医療機関においても同疾患の診療を担当するとの考えが示されています。しかしなが

ら、防護体制が未整備な中での一般医療機関外来での本疾患患者の診療は、困難かつ危険である

と思料します。さらに、クラスターが追えない新規感染者を把握するために、増強した PCR 検査

を現在の重症者中心から、軽症者にまで拡げていく必要性も指摘されています。 

私たちは、国内における感染の拡大を抑え、同時に一般医療機関および指定医療機関の機能崩

壊を防ぐためには、新型コロナウイルス感染症を疑う患者を専門に診療する「発熱外来」を各医

療圏に１つ以上設置していただくことが相当と考えます。同外来では、必要に応じて施設内で現

行の PCR 検査など診断のための検査も実施できるようにしていただきたいと思います。 

また、疫学的観点から国内での新型コロナウイルス感染症の状況を把握するためにも、諸外国

で行われているような、新型コロナウイルス専用検査施設を設置することも合わせて要望しま

す。これら発熱外来・専門検査施設には一般診療所から直接患者を紹介できることが相談センタ

ーの負担を減らす意味でも必要と考えます。 

一般医療機関からは、感染症専門家からの感染防護についての指導を受けたのち、医師会等を

通じて両施設へ当番制で医師を派遣するなど、人的支援を積極的に行う必要があります。医療界

一体となって本疾患の早期終息を目指すべきと考えます。 

以上 


